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Ⅴ その他森林の整備のために必要な事項 

 １ 森林経営計画の作成に関する事項 

 （１）森林経営計画の記載内容に関する事項 
森林所有者等が森林経営計画を作成し、計画に基づいた施業を実施することは、当市森林整備計画の 

達成に寄与することにつながることから、森林所有者等に対する制度の周知、作成に係る支援などによ 

り計画の作成を推進します。 

      森林経営計画の作成にあたっては、次の事項について適切に計画するものとします。 

（ア）Ⅱの第２の３の植栽によらなければ適確な更新が困難な森林における主伐後の植栽 

（イ）Ⅱの第４の公益的機能別施業森林等の整備に関する事項 

（ウ）Ⅱの第５の３の森林の施業又は経営の受託等を実施する上で留意すべき事項及びⅡの第６の３の共 

   同して森林施業を実施する上で留意すべき事項 

（エ）Ⅲの森林の保護に関する事項 

 

 （２）森林法施行規則第 33条第 1 号ロの規程に基づく区域 

区 域 名 林  班 区域面積 （ha） 

伊達 
1～16、18～20、26、32、33、35、36、38、40～49、 

51～55 
3,197.33 

 

 ２ 生活環境の整備に関する事項 

    該当なし 

 

 ３ 森林の整備を通じた地域振興に関する事項 

      除間伐等により搬出されるカラマツ材を活用して、市営の伊達市木質ペレットプラントにおいて製造する木質

ペレットについて、その受け皿となるペレットストーブ・ボイラーの普及啓発等によりその利用を推進すること

で、地域の二酸化炭素排出量の削減や森林資源の循環を図るものとします。 

 

 ４ 森林の総合利用の推進に関する事項 

治山の森は、昭和 52 年の有珠山噴火後、有珠山麓周辺に設置した治山施設の周辺を、森林の特性を生かした

レクリエーション等保健休養や教育、文化活動の場として整備されてきました。 

ポロノット森林公園周辺は景観が良く、保健保安林として周辺住民に親しまれており、現況の遊歩道等を確

保することとします。 

三階滝公園周辺については、森林とのふれあいの場としての整備が期待されていることから、景観を維持す

るために広葉樹を中心とした植栽及び除間伐を行うとともに、遊歩道等の施設の整備を行うこととします。 

    今後さらに、森林の持つ諸機能の維持向上を図るものとします。 

施設の種類 位 置 規 模 対図番号 備 考 

治山の森 北有珠地区 34ha    1 既存 

ポロノット森林公園 向有珠地区 6ha    2 既存 

三階滝公園 三階滝地区 5ha    3 既存 
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 ５ 住民参加による森林の整備に関する事項 

 （１）地域住民参加による取組に関する事項 

      森林に対する住民のニーズは高度・多様化しており、住民の理解と協力の下、地域住民や都市住民のニ

ーズに応えた多様な森林整備を推進していくことが必要です。 

         また、様々な体験活動を通じて森林と関わる形での森林利用への期待が高まっていることから、森林所

有者等の理解と協力を得ながら、開かれた森林を確保しその整備を進めるとともに、森林環境教育や健康

づくり等の森林利用を推進していくこととします。 

      【主な取組み】 

         ① 住民参加による林業体験活動の推進（植樹等） 

         ② バリアフリーに配慮した歩道等の整備 

 

 （２）上下流連携による取組に関する事項 

     長流川は、本市を始め流域の市町村の水源として重要な役割を果たしていることから、上流、下流の市

町村住民団体等に対しても水源涵養の森林造成の必要性を理解してもらえるよう働きかけをすることと

します。 

 （３）その他 

      小中学校の教育課程に導入された「総合的な学習の時間」等を活用した森林に関する学習機会の確保等

に努めるものとします。 

 

 ６ 森林経営管理制度に基づく事業に関する事項 

    特になし 

 

 ７ その他必要な事項 

   （１）特定保安林の整備に関する事項 

       特定保安林は、指定の目的に即して機能していないと認められる保安林です。 

        その整備にあたっては、間伐等の必要な施業等を積極的かつ計画的に推進し、当該目的に即した機能

の確保を図るものとします。 

         特に、造林、保育、伐採その他の施業を早急に実施する必要がある森林については、「要整備森林」と

し、森林の現況等に応じて、必要な施業の方法及び時期を明らかにしたうえで、その実施の確保を図る

ものとします。 

         なお、「要整備森林」は、地域森林計画において指定されます。 

 

   （２）法令により施業について制限を受けている森林の施業方法 

        該当する法令に基づいて施業を行い、制限林が重複して指定されている場合は、制限が強い方の施業

方法に基づいて行うよう留意します。 

    ① 保安林及び保安施設地区の森林施業方法に係る一般的留意事項は、次のとおりです。 

       なお、保安林及び保安施設地区の施業方法については、個々の指定施業要件が定められていますが、制 

限の決定及び立木伐採の許可等の処理は、保安林制度の一環として行われますので留意が必要です。 

     ア 主伐の方法 

        a 伐採できる立木は、市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとします。 

        b 伐採方法は，次の３区分とします。 

           (ａ) 伐採方法の指定なし（皆伐を含む。）  

       （ｂ） 択伐（伐採区域内の立木を均等な割合で伐採するもの。） 

         （c） 禁伐（全ての立木の伐採を禁止するもの。） 
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     イ 伐採の限度  

a  皆伐面積の限度は、森林法施行令第４条の２第３項の規定に基づき公表される面積の範囲内と 

します。 

           b  一箇所当たりの皆伐面積の限度は、次のとおり指定施業要件に定められています。 

       （a） 水源涵養保安林（ただし、急傾斜地の森林及び保安施設事業の施工地等の森林その他森林施

業上これと同一の取扱いをすることが適当と認められる森林に限る）については、２０ha を超

えないこととします。 

       （b） 土砂流出防備、飛砂防備、千害防備及び保健の各保安林については、１０ha 以下とします。 

       （c） その他の保安林であって、当該森林の地形、気象、土壌等の状況を勘案し、特に保安機能の 

維持又は強化を図る必要があるものについては、２０ha を超えないこととします。 

ｃ 防風、防霧保安林については、標準伐期齢以上である部分を幅 20ｍ以上にわたり帯状に残存させ 

なければなりません。 

           ｄ 択伐の限度は、当該森林の立木材積に択伐率を乗じて得られる材積を超えないものとします。 

            ｅ 初回の択伐率は、指定施業要件に定められている率とします。また、２回目以降の択伐率は、伐採 

しようとする当該森林の立木の材積から前回の択伐直後の当該森林の立木の材積を減じて得た材積 

を伐採しようとする当該森林の材積で除して算出し、この率が 10 分の３を超えるときは 10 分の３ 

（指定施業要件で定められた条件を満たす場合には 10 分の４）とします。 

      ウ 特例 

      ａ 伐期齢の特例の認められている保安林は標準伐期齢に達していなくても伐採することができます。 

      ｂ 伐採方法についての特例は、択伐と定められている森林にあっては伐採指定なし、同じく禁伐と定 

められている森林については択伐とします。 

           ｃ 特例の有効期限は、当該特例の指定日から 10 年以内とします。 

         エ 間伐の方法及び限度 

            ａ 間伐をすることができる箇所は原則として、樹冠疎密度が 10 分の８以上の箇所とします。 

            ｂ 間伐の限度は、該当森林の立木材積の 100 分の 35 を超えない範囲で、指定施業要件に定められた 

率とします。 

       オ 植栽の方法及び期間 

            ａ 伐採跡地への植栽は、当該箇所に指定施業要件として定められた樹種及び本数を均等に分布する 

ように行われなければなりません。 

            ｂ 植栽は、伐採が終了した年度の翌年度の初日から起算して２年以内に行わなければなりません。 

 

  ② 自然公園特別地域内における森林 

        自然公園特別地域内における施業方法の決定は次表より行います。なお、立木の伐採等を行う場合は、 

国立公園及び国定公園にあたっては、自然公園法第 20 条又は第 21 条の規定による許可が、道立自然公園

にあたっては、北海道立自然公園条例第 10 条の規定による許可が必要です。 

 

【特別地域内における制限】 

区    分 制 限 内 容                    

特  別 

保護地区 

特別保護地区内の森林は、禁伐とします。 

 

 

第 １ 種 

特別地域 

 

（１）第１種特別地域内の森林は、禁伐とします。 

    ただし、風致の維持に支障のない場合に限り単木択伐法を行うことができます。 

（２）単木択伐法は次の規定により行います。 

  ア  伐期齢は、標準伐期齢に見合う年齢に 10 年以上を加えて決定します。    

  イ  択伐率は現在蓄積の 10％以内とします。 
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第 ２ 種     

特別地域 

 

 

（１）第２種特別地域内の森林は、択伐法とします。 

   ただし、風致の維持に支障のない場合に限り皆伐法によることができるものとします。 

（２）道路などの公園事業に係る施設、集団施設地区の周辺（造林地、要改良林分、薪炭林を除く）

は、原則として単木択伐法によるものとします。 

（３）伐期齢は、標準伐期齢に見合う年齢以上とします。 

（４）択伐率は、用材林においては現在蓄積の 30％以内とし薪炭林においては 60％以内とします。 

（５）特に指定した風致木については、保育及び保護に努めることとします。 

（６）皆伐法による場合その伐区は、次のとおりとします。 

   ア  一伐区の面積は、２ha 以内とします。 

        ただし、疎密度３より多くの保残木を残す場合又は車道、歩道、集団施設 地区、単独施

設等の主要公園利用地点から望見されない場合、伐区面積を増大することができます。 

   イ 伐区は、更新後５年以上を経過しなければ連続して設定することはできません。この場合

においても、伐区は努めて分散しなければなりません。  

 

第 ３ 種     

特別地域 

 

（１）第３種特別地域内の森林は、全般的な風致の維持を考慮して施業を実施し、特に施業の制限

は受けません。 

 

 

③砂防指定地内の森林 

砂防指定地内の森林の施業は、砂防法第４条及び砂防法施行条例第３条及び砂防法施行細則第２条の制限の

範囲内で行うものとします。立木の伐採にあたっては、治水砂防上影響を及ばさないよう、原則、択伐とし、皆

伐を行う場合は、面積が 1ha未満となるよう留意することとします。 

 

④鳥獣保護区特別保護地区内の森林 

鳥獣保護区特別保護地区内の森林の施業は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第２９条

第７項の制限の範囲内で行うこととします。 

立木の伐採に当たっての一般的な取扱いは次のとおりです。 

   ア  伐採の方法を制限しなければ鳥獣の生息、繁殖又は安全に支障があると認められるものについ ては、伐採

種は択伐とし、その程度が特に著しいと認められるものについては禁伐です。 その他の森林にあっては、伐

採種は定められていません。 

イ  地域森林計画の初年度以降５年間において皆伐できる面積の限度は、当該特別保護地区内の皆 伐区域面積 

 を標準伐期齢に相当する数で除して得た面積の５倍です。  

ウ  保護施設を設けた樹木及び鳥獣の保護繁殖上必要があると認められる特定の樹木は禁伐です。 

 

⑤史跡、名勝又は天然記念物の指定区域内の森林 

史跡、名勝又は天然記念物の指定区域内の森林の施業は財保護法第１２５条及び北海道文化財保護条例第 

３５条の制限によることとし当該指定物件の現状変更又はその保存に影響を及ぼさないよう、原則、禁伐とし

ます。 


